
基準府令の一部改正に伴う関連条例の規定整備について

内 容

☞以下の条例で引用する条項に項ずれが生じるため、規定の整備を行う。

趣 旨

規定の整備

〇中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例（平成26年10月中央区条例第21号）
〇中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年10月中央区条例第24号）
〇中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年10月中央区条例第23号）
〇中央区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年10月中央区条例第43号）

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）による児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の
一部改正に伴い、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（令
和７年内閣府令第80号）が令和7年10月１日から施行され、引用する条項の項ずれにつき規定整備がなされた。
これに伴い、条例の規定整備を行う。
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１

①中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例

条 項 変 更 内 容

第２５条

・「児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為」
↓

・「児童福祉法第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員に
あっては、認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設にあっては、学校教育
法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）に掲げる行為」

１

資 料 ４
子ども子育て・高齢者対策特別委員会
令 和 ７ 年 １ １ 月 １ ７ 日



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正
に伴う関連条例の規定整備について

福 祉 保 健 委 員 会

令 和７ 年 ６ 月 ９ 日
資 料

３ 施行予定日

公布の日

条 項 変 更 内 容

第１２条
・「法第３３条の１０各号に掲げる行為」

↓
・「法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為」

③中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

②中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

条 項 変 更 内 容

第１２条
・「法第３３条の１０各号に掲げる行為」

↓
・「法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為」

④中央区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

条 項 変 更 内 容

第１３条
・「法第３３条の１０各号に掲げる行為」

↓
・「法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為」

２


